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研究成果の概要（和文）：契約関係が存在していないが、それが存在するのと同様の法律効果が発生する場合、その責
任根拠として意思的関与が必要である。意思的関与とは、第1の場面である表見法理では、無権限者による行為に対す
る権利者ないし本人の認容である。また、第2の場面である多角的法律関係では、取引に関する基本関係を形成する合
同行為的な意思表示である。

研究成果の概要（英文）：The contractual responsibility happens on the ground of the conscious awareness in
 some non-contractual cases.   In apparent theory, it means the admission of the true title holder to the 
transaction by the non-title holder. In the multilateral legal relationship, it means the joint expression
 of intention to make the basic relationship for the transaction.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

(1) 民法上、法律行為が存在していないに

もかかわらず、それが成立しているのと同様

の法律効果が発生することが認められる場

合がある。その典型は、①表見法理における

真の権利者ないし本人の責任、及び②複合的

契約関係における契約関係にない当事者の

責任である。このような責任を生じさせる根

拠として、従来の判例・学説は、①について

は、真の権利者ないし本人の「帰責性」を、

②については、個々の法律関係の「相互依存

性」「共通の目的」などを揚げている。しか

し、これらは、これらの問題を検討する“視

点”にすぎず、その意義や限界が明らかでな

いという状況にあった。 

 

(2) 本報告者は、これまで、①に関して、

帰責性の内容は権利外観とは別の意思、動機、

権利外観に対する承認、認識などの意思的な

関与から構成されていることを明らかにし

てきた。また、②については、複合的契約関

係は取引の全体システムに参加するという

意思的な関与から構成されていることを明

らかにしてきた。これらの意思的関与は、伝

統的な法律行為論・意思表示論においては、

錯誤論などの例外を除き考察の対象外に置

かれてきたのであり、これが問題解決及び理

論的説明を困難にしてきた原因であると考

えられる。 

 

２．研究の目的 

本研究は、取引上、法律行為が存在しないに

もかかわらず、法律行為が成立していると同

様の法律効果が発生するとされている場面

を素材として、真の権利者・本人ないし契約

関係にない当事者の責任根拠とされている

「意思的関与」が法律行為論・意思表示論と

の関係でどのように位置づけられるべきか

を理論的に明らかにすることを目的とする。 

 

３．研究の方法 

本研究の目的を達成するために、①民法上の

表見法理における帰責性、及び複合的契約関

係における相互依存性・共通の目的が意思表

示論の下でどのように捉えられるかを明ら

かにする。また、②比較法的にみて、ドイツ

法などにおいては、意思的関与と同様ないし

類似の問題についてどのような処理が行わ

れているか、またそれが基礎理論上どのよう

に位置づけられているかを検討する。そして

最後に、③これらの研究を総合して、わが国

において意思的関与を取り込んだ新たな基

礎理論を構築する。 

 

４．研究成果 

(1) 表見法理における「意思的関与」 

①  表見法理における責任根拠としての「認

容」 

本報告者は本研究に先立つ研究において、民

法上の表見法理ごとに主として判例分析を

中心として帰納法的にその帰責の構造を検

討してきた。そして、表見法理における帰責

の構造には、各法理特有の多様性とともに、

各法理に共通する点があることを明らかに

した。すなわち、わが国における表見法理は、

真の権利者ないし本人以外の他人によって

権限違反の行為が行われたという権限違反

行為類型として共通し、真の権利者ないし本

人の帰責根拠は、その他人の行為に対する

「認容」にある点で共通している。そして認

容とは、効果意思ではなく、また意思の通知

（観念の通知）でもないが、単なる動機でも

ない、本人の積極的な自覚的心理状態の対外

的発現であると結論づけた。 

② ドイツにおける表見代理の帰責根拠 

ドイツにおいては、わが国とは異なり表見

代理に関する直接的な規定がない。このよう

な状況下で、解釈上表見代理を認めるべきだ

としても本人の認容がある場合に限るべき

かそれとも一般的な信頼保護にまで拡大す



べきかが議論されてきた。 

認容代理（Duldungsvollmacht）とは、無権

代理行為を認識・認容しているが、代理権授

与の意思もその意識もない場合に、この意識

的認容を帰責要件として相手方を保護する

概念である。戦後の判例および学説により認

められるようになった。その法律構成にはさ

まざまなものがあるが、認容代理を認めると

いう点では、判例・学説上今日異論がない。 

外見代理（Anscheinsvollmacht）とは、本人

が代理権授与について認識すらない場合で

も、過失を根拠に善意無過失の相手方を保護

する概念である。戦後の判例により認められ

ており、学説でもこれを認めるべきだとする

見解もある。しかし、近年の多く学説は、認

容がない場合には、損害賠償責任を超えて法

律行為を有効とすることはできないとして

外見代理を否定する。 

③  わが国における表見代理の帰責根拠 

民法 109 条の位置づけについては、ドイツに

おける表見代理の議論を反映した見解の対

立がみられる。しかし、本条における帰責根

拠を本人の意識的な認容に基づく表示責任

に求めることでは異論がない。 

民法 110 条においては、基本代理権ないし基

本権限の付与により、他人による行為を一定

程度認容しているという意味において緩や

かな認容があることを帰責根拠としつつ、越

権代理行為に対する本人の関与の程度と相

手方の事情とを相関的に判断して、正当理由

がある場合に本人の責任を認めるべきであ

る。 

民法 112 条の場合には、無権代理行為に対す

る直接の意識的認容があるとはいえないが、

自己が付与した代理権が消滅しているにも

かかわらず、その権利外観を残置させている

という事情があり、このような状態は、法的

には認容があったと評価しうる。本条は、こ

のような広い意味での無権代理行為に対す

る表示責任であり、その根拠は、緩和された

意味での本人の認容にあるというべきであ

る。 

④  表見法理全体との関係 

わが国の表見代理における本人の帰責根拠

は、表見代理の類型によって違いがあり、こ

れをすべて同様に説明することは妥当でな

い。しかしすべての類型において、無権代理

行為がなされ得る状況に対する本人の認容

が基礎にあると解される。したがって、表見

代理おける本人の帰責根拠は、無権代理行為

に対する本人の認容を共通要素としつつ、表

見代理の類型の違いに応じて多様性がある

といえる。 

このような帰責根拠の共通性と多様性は、す

でに指摘してきたように、表見法理は他人に

よる行為が無権限で行われた場合として共

通しつつ、表見法理の種類によって、本人に

虚偽の権利外観を積極的に利用する強い意

識的な認容がある場合（民法 94 条 2 項）が

ある一方、そのような事情がない場合であっ

ても適用される場合がある（民法 478 条）な

ど、本人の意思的関与に多様性があることを

裏づけるものである。 

 

(2) 多角的法律関係における「意思的関与」 

①  多角的法律関係の意義 

「多角関係」とは、三当事者以上が関与して

一つの取引を形成している契約態様ないし

社会現象であり、「多角的法律関係」とは、

そのような態様・現象を法的にも一体的に捉

えられる法律構成である。従来複合的契約関

係と呼ばれてきた取引は、多数当事者からな

る一つの取引であり、取引に含まれる各当事

者が他の当事者すべてに対して多角的な権

利義務を有しているという視点に立つこと

が必要である。 

②  多角的法律関係の特徴 

多角的法律関係の形成は、全体システム（取

引の構造）と個別システム（個別契約）との

重層的関係によって基礎づけられる。個別シ



ステムに参加する当事者が全体システムに

組み込まれることによって多角的法律関係

が形成される。各当事者は、契約法理に則り

個別的な契約上の拘束を受けると同時に、取

引の構造からする集団的な拘束を受けると

いう特殊な状況に置かれる。 

多角的法律関係における各当事者間の法的

な相互作用を生じさせる要素としては、意思、

引受け、信認、選任、参加、補助のように当

事者の意思的な要素である場合のほか、主従

関係、従前の当事者の権利・地位のような当

事者の立場である場合もあり、さらには、各

個別契約の相互補完性・経済的目的の一体性、

契約の目的、取引の仕組みの目的、協働性の

ように多角的な取引構造そのものである場

合もある。しかし、この相互作用とその多様

性は、現在の法律行為論における意味での効

果意思によって説明することはできない。 

③  意思的関与の観点からする法律構成 

多角的法律関係の理論的構成の一つとして、

全体システムに参加する取引当事者の意思

的関与に注目する構成が考えられる。すなわ

ち、多角的法律関係における全体システムに

は、それに参加する当事者により取引共同体

が形成されるという点で団体法的な側面が

ある。この点に着目するならば、多角的法律

関係に参加する当事者の意思表示には、全体

システム内の個別の二当事者間で個別契約

を締結するという意思表示だけでなく、全体

システムを形成ないしそれに参加するため

の合同行為的な意思表示（同意）が含まれて

いると構成することができる。また、多角的

法律関係における各当事者間の相互作用は、

全体システムが多角的法律関係の基本事項

を定める基本契約となり、個別契約には含ま

れていない内容であっても当事者を拘束す

るという契約の重層的な構造にあると構成

することによって説明することができる。こ

のような構成は、効果意思とは異なる意思的

関与を合同行為的意思表示ないし同意と観

念するものである。 

④  ファイナンス・リース取引と多角的法律

関係の有用性 

ファイナンス・リース取引は、動産の購入に

ついて、賃貸借の形式を利用して行われる取

引であり、Ｓ（サプライヤー）、Ｌ（リース

業者）、Ｕ（ユーザー）の三当事者の存在を

不可欠とする。このうち、ＬとＵのリース契

約は、賃貸借契約として締結される。しかし

リース契約には、効果の点で賃貸借と本質的

な違いがある。第 1に、目的動産に瑕疵が存

在する場合の瑕疵担保責任はＳが負担する

こととされている。これは賃貸借ということ

からは説明できない。第 2に、リース料は目

的動産の使用・収益の対価として設定されて

いない。これは賃貸借とは本質的に異なる点

である。第 3に、Ｕに修繕義務があるとする

ことは賃貸借からは説明できない。 

これを多角的法律関係という視点からみれ

ば、次のようにいえる。第 1に、リース取引

では、全体システムとしての基礎的な契約関

係と個別的なシステムとしての各当事者間

の契約関係との重層的な構造が形成されて

いる。第 2に、個別システムは、Ｓ、Ｕ、Ｌ

が全体システムに参加することを承諾した

うえで締結されるので、それにより当事者全

員が全体システムの中に組み込まれる。第 3

に、したがって、全体システムに参加した当

事者は、個別契約とは別に、取引構造からす

る取引共同体の集団的な拘束を受け、一定の

法律効果が発生する。 

⑤  保証取引と多角的法律関係の有用性 

保証契約について錯誤無効をめぐる争いが

近年数多くみられるが、それは、委託による

保証取引が債権者・主債務者・保証人の三者

から成る多角的な取引であるにもかかわら

ず、主債務者と保証人間の保証委託関係が保

証契約の成否に無関係とされていることに

原因がある。保証人が錯誤無効を主張する実

体は、一定の事実関係の存在・不存在が保証



委託関係上の共通の基礎であり、これを債権

者も了解していたはずだということを主張

するためである。 

これを多角的法律関係という視点からみれ

ば、保証取引では、債権者・主債務者・保証

人の三者が、保証契約及び保証委委託契約の

締結の際に、保証取引に参加するという意思

的関与（合同行為的な意思表示）をしており、

それによって保証取引の基礎的な法律関係

が形成されている。保証契約は、実質的には、

多角的法律関係としての保証取引の一部な

いし個別部分を成すものであり、取引の前提

となる共通の基礎が失われれば、保証契約自

体に問題がないときでも、その行為基礎を失

って当然に無効となると解すべきである。 
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